
令和７年度第２回（５月）  長泉町区長連絡協議会  配布資料一覧  

 

令和７年５月９日 (金 )第 2 回役員会において、審議・承認されました  

第２回区長会資料を送付しますので、ご確認ください。  

 

１  行政課  

    生活空間満足度向上事業の実施について…資料№１  

   【担当】栗田（電話 055-989-5500）  

 

２  福祉保険課  

    避難行動要支援者のための個別避難計画推進について…資料№２  

   【担当】佐野（電話 055-989-55１２ ）  

 

 ３  社会福祉協議会  

長泉町福祉健康まつりリニューアル及び開催日の変更について…資料№３  

    【担当】渡邉（電話 055-988-3920）  

 

４  区長連絡協議会  

①令和７年度区長連絡協議会役員及び選出委員一覧について…資料№４  

【担当】栗田（電話 055-989-5500）  

 

 

②令和７年度区長連絡協議会表彰規程に基づく功績者の表彰について…資料№５  

【担当】栗田（電話 055-989-5500）  

 

５  連絡事項  

    第３回役員会（予定）  

    日時：７月 11 日（金）19:00～  

    場所：防災センター・３階第１会議室  

 

    第３回区長会（予定）  

    日時：７月 18 日（金） 19:00～  

    場所：防災センター・１階多目的室  

    ※自治会活動推進に関する講話・区長情報交換会を開催予定です。  

詳細は追って通知します。  

 

 

 

  

  

 

【長泉町区長連絡協議会  事務局】  

                    担  当：行政課地域協働チーム  栗田  

  電  話：055-989-5500 FAX：055-986-5905 

E-mail：chiiki＠ town.nagaizumi. lg.jp 

mailto:gyousei@nagaizumi.org
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令和７年５月 16日 

 

生活空間満足度向上事業の実施について 

 

 

町では、「自治会との協働による良質で安全性の高い歩行空間等の創出」を推進するた

め、子どもや高齢者等が地域内で安全・安心して生活できるよう、地域に精通している区

役員と町職員が区内をまわり、地域の課題等（危険箇所等）を確認、その解決方法を検討

し、解決に向けて地域住民と協働で取り組む「まちなかカイゼン Before After（生活空

間満足度向上事業）」を平成 28年度から実施しています。 

これは、生活空間の満足度向上を図り、安全・安心な地域社会の形成を図るとともに、ま

ちづくりの基本理念である「自らが主役となってみんなで共にまちを創る（協働する）」こと

により、一人ひとりが責任と行動力・解決能力を発揮していくまちづくりを目指していくも

のです。 

 

２ 実施場所 

原則として１地区を選定して実施する。 

   ※地区の選定例（地域の実情等を踏まえて検討） 

(例１)区内全域 (例２)○○小学校から概ね半径 200m位の地域 

    

３ 参加者 

   区役員、町職員（P・T：プロジェクトチーム等） 

 

４ まち歩き実施日 

   ７月中旬頃から１１月頃（日程は区と町で調整） 

 

５ 点検箇所 

  ・道路標示・カーブミラー・ガードレール・防護柵・防犯灯 等 

 

６ 事業概要 

(1)まち歩き 

昼間と夜間(概ね１日ずつ)、区役員と町職員がモデル地区内を歩き、地域の課題等（危

険箇所等）を点検・確認する。 

 

(2)改善方法の検討 

確認した課題等の改善方法を検討する。検討にあたっては、区役員と町職員がハード

面（改修工事等）とソフト面（地域等での取り組み等）の両面から、課題等の改善方法を検

討し、それぞれが取り組むべき内容を確認する。 

資料№１ 
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(3)改善に向けた取り組みの実施 

区、町が一体となり、課題解決に向けた取り組みを行うことで、安全・安心して暮らせる

環境を形成する。 

  ※改善の例：道路の安全点検、防犯灯の設置、段差の解消、隅切りの設置 等 

  ※危険箇所以外の情報（検討）：ウォーキングコース等の検討、区の自主的な取り組みへの

支援等 

 

(4)横断的な事業の検討 

まち歩きや区役員より得られた情報については、関係課で情報を共有し、新たな事業が

横断的に展開できるのかを検討する。 

 

７ 実績 

実施年度 地域名 
確認 

箇所数 
改善内容 

平成 28年度 納米里 73 
道路標示、カーブミラー、段差の解消、防護柵、ごみ

ボックス 等 

平成 29年度 
中土狩 46 道路標示、カーブミラー、舗装、ガードレール、防犯灯 

等 新屋町上 84 

平成 30年度 竹原 97 道路標示、舗装、防護柵、グリーンベルト 等 

令和元年度 南一色 113 道路標示、舗装、カーブミラー、グリーンベルト 等 

令和２年度 
薄原上 

薄原下 
中止 

※新型コロナウイルス感染症対策のため中止。 

町と両区で協議し、次年度に延期とした。 

令和３年度 
薄原上 

薄原下 

34 

31 

道路段差、凹凸、側溝、公園、広場、空家 

道路標示、グレーチング、水路、電柱、植栽 

令和４年度 原分 28 
道路標示、防犯灯、歩道、水路、道路標識、 

カーブミラー、道路幅員、側溝、防護柵、看板、グレー

チング、通学路 

令和５年度 本宿 52 
道路標示、舗装・凹凸、道路標識、カーブミラー、 

防犯灯、植栽、ごみステーション 等 

令和６年度 西 １６ 
舗装・凹凸、道路標識、カーブミラー、横断歩道、 

電柱 等 

※令和７年度に実施を希望される区は、行政課までご相談ください。実施場所が区内となるた

め、原則としてマンション単独区は対象になりませんので、あらかじめご承知ください。 

 

担当／行政課地域協働チーム 栗田，電話／055-989-5500 FAX／055-986-5905                         

E-mail／chiiki@town.nagaizumi.lg.jp 

mailto:E-mail／koho@town.nagaizumi.lg.jp
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【参考】令和６年度実施区／西区  まち歩き及びワークショップの様子  
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長 福 保 第 1 0 5 号 

令和７年５月 1６日 

 

区長各位 

長泉町福祉保険課長   

 

避難行動要支援者のための個別避難計画推進について 

 

近年の風水害をはじめとした災害が激甚化及び頻発化しているため、避難行動要支援

者(※)の支援体制構築が急務となっており、令和 3 年 5 月の災害対策基本法改正により、

避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町

村の努力義務となりました。 

町では、これまで「長泉町災害時要援護者登録申請書兼登録台帳（個別計画）」を作成

し、区長、自主防災会長及び民生委員・児童委員で共有していただいておりましたが、

今年度から内容を追加した「個別避難計画」に順次更新を予定しております。 

つきましては、区長の皆さまには、以下についてご協力をお願いいたします。 

 

 

 

① 個別計画（旧様式）が保管されている赤ファイル「長泉町災害時要援護者登録申請書

兼登録台帳（個別計画）」を前区長から引き継ぎ、適切に保管してください。 

 

② 個別避難計画（新様式）への更新が完了した対象者については更新後の様式を送付し

ますので、差し替えを行ってください。 

 

③ 個別避難計画作成者の情報に変更（死亡、住所変更など）があった際には、町福祉保

険課からの通知に基づき修正を行ってください。 

 

④ 区内の自主防災会長、民生委員・児童委員と話し合い、各々が保管する個別避難計画

に相違がないことの確認、個別避難計画の活用や避難支援者の選定などについての調

整をしてください。 

 

⑤ 個別避難計画で班の班長が避難支援者となっている場合もありますので、班長の交代

とともに避難支援者についても引継ぎが確実に行われるよう、班長会等で確認をして

ください。 

 

 

 

 

 

資料№２ 
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  個別避難計画の概要 

 

１ 避難行動要支援者 

  要介護３以上、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、難病患者 

  町でリストを作成します。 

 

２ 個別避難計画 

  上記の避難行動要支援者のなかで、自力若しくは同居家族の支援だけでは避難できな

い方については本人や家族の作成意思を確認し、個別避難計画を作成します。 

 

 

３ 区長・自主防災会長・民生委員の主な役割 

区 長 
３者（区長・自主防災会長・民生委員）間の調整 

避難支援者の決定、引継ぎ支援 

自主防災会長 避難支援者の決定 

民生委員・児童委員 個別避難計画作成支援 

町福祉保険課 避難行動要支援者リスト作成、個別避難計画管理、 

体制整備 

 

４ その他 

① 自主防災会連合会が推奨する全戸安否確認の実施や、情報を共有するために民生委員

を区の組織に組み入れるなど、各区で避難計画の推進をお願いします。 

 

② 個別避難計画は、非常に高度な個人情報が掲載されていますので、個別避難計画のお

取り扱いにはくれぐれもご注意いただきますようお願いいたします。 

また、知り得た個人情報が外部に漏出することのないよう、鍵などのかかる場所に保 

管するなどご配慮ください。 

 

 

 

 

 

担当：福祉保険課  

福祉チーム 佐野 

電話：055-989-5512 

FAX：055-989-5515 



０５５－９８９－１１１１

昼

長泉町竹原２２２ 夜

昼

三島市本町１－１ 夜

・認知症　・身体障害（障害名　　　　　　　　級）　・療育手帳（Ａ・Ｂ）

・難病　・その他 （ ）

該当するものすべてに○印、記入してください

　・持出品（常備薬、医療機器、補そう具など　　　　　　　　　　　　　　）　

該当するものすべてに○印、記入してください

なお、避難支援者欄に記載された方は、災害時もしくは訓練時において、登録された避難行動要支援者

　に関わる事故等について、一切責任は課されません。

（問い合わせ） 長泉町役場　福祉保険課　福祉チーム 電話０５５－９８９－５５１２

(　参考　）

長泉町避難行動要支援者　登録申請書兼登録台帳（個別計画）
【令和　　年　　月　　日　作成】

　私は、災害時に支援が必要なため、この登録台帳を記入し避難行動要支援者台帳に登録します。

　また、記載事項を次の関係者に情報提供することに同意します。（●は常備提供、○は発災時のみ

提供）　●民生委員・児童委員　●区（自主防災を含む）●避難を支援する人　●長泉町（福祉、防災）

　　　　○消防署　　○警察署　　○支援ボランティア

氏名、性別、生年月日は本人が記入してください 下土狩 区 班
ふりがな ながいずみ　たろう 性別 生

年
月
日

明治 令和

氏　　名 長泉　太郎

男 大正

・ 昭和 １５年　１月　１日生

女 平成

住　　所 長泉町下土狩１１１－１
世帯の状況（該当に○）

　 １．一人暮らし

電　　話 ２．同居（　　　）人

氏　名 長泉　次郎 （本人との関係　長男）
電　　話

緊急時の連絡先

０５５－９８９－２２２２

住　所 ０５５－９８９－２２２２

氏　名 三島　花子 （本人との関係　長女）
電　　話

０９０－１２３４-５６７８

住　所 ０５５－９７５－１０００

要支援者区分
・独居高齢者・高齢世帯・ねたきり・要支援（1・2）要介護（1・2・3・4・5）

避難時の 　・自分で歩行が可能　・補助者がいれば歩行可能　・担架や車いすなどによる搬送が必要

支援に

必要な情報 　・かかりつけ医療機関（　　　　　　　○×病院　　　　　　　　）

　　ゆっくりであれば歩行可能特記事項

☆ 氏　名 東部　一郎 住　所 下土狩１１２－１ 電　話 055-986-○○○

避難支援者 氏　名 中部　二郎 住　所 下土狩１１３－１ 電　話 055-987-○○○

氏　名 西部　三郎 住　所 下土狩１１４－１ 電　話 055-988-○○○

　　この台帳に関する情報は、災害発生時に地域の援護により生命等の安全をはかるもののほか、日ごろ

　の支援活動に利用するものであり、それ以外の用途に使用したり、他に情報を流したりすることを禁止

　します。

申　請　者 氏　名 電　　　話

（本人以外の場合）住　所 　　　（　　　）

旧様



避難行動要支援者のための個別避難計画（案）  

基本情報 

氏名
ふりがな

 長泉
ながいずみ

 太郎
た ろ う

 
生 年

月 日 
S30.1.1 性 別 男 

住 所 長泉町中土狩 828 

電 話 055-989-5512 
区 班    中土狩 区 １ 班 

携 帯 080-0000-0001 

世帯 

状況 

□１人暮らし 

■同居家族あり（本人以外に同居家族 １ 人） 

身体状況 

□身体障害(  級) 

（□視覚 □聴覚 □寝たきり ■歩行困難 □その他（       ）） 

□精神障害(  級)   □知的障害(  )   ■要介護度（ ３ ）   

□認知症  □人工呼吸器使用 

□難病 病名・症状（                 ） 

そ の 他 

補足情報 

短い距離なら杖を用いてゆっくり歩くことはできる。 

耳が遠いが、大きな声で話せば聞こえる。 

家 族 等 

緊 急 

連 絡 先 

① 

氏名
ふりがな

 長泉
ながいずみ

 花子
は な こ

 続柄 妻 

電

話 
055-989-5512 住 所 長泉町中土狩 828 

② 

氏名
ふりがな

  長泉
ながいずみ

 二郎
じ ろ う

 続柄 長男 

電

話 
090-0000-0000 住 所 東京都〇〇区〇〇111-1 

支援内容 ■避難情報等の連絡     ■避難先までの移動支援 

情報伝達 

方 法 
□電話 ■訪問（呼び鈴で応答がない場合は玄関西側の窓から呼びかけ） 

記載例 



避 難 場 所 
（一次避難場所） 

〇〇公民館 

避 難 所 要 

時 間 
家を出るまで（ 10 ）分 ・ 家を出てから避難場所まで（ 5 ）分 

移 動 手 段 

□自力歩行が可能 

□補助者がいれば歩行可能 

■担架や車いすによる搬送が必要 

注意が必要

な 避 難 路 
東側道路は段差が多いため、避難場所へは西側道路を使用する 

持 出 品 ■常備薬  ■その他（ 杖                  ） 

備 考   

 

 

令和  年  月  日 

 

 上記の内容について、誤り等がないことを確認しました。また、記載事項を次の関係者に情報提供

することに同意します。 （●は常備提供、○は発災時のみ 

提供） ●民生委員・児童委員 ●区（自主防災を含む） ●避難を支援する人 ●長泉町（福祉、防災） 

○消防署  ○警察署  ○支援ボランティア 

 

                  氏  名                  

                  代理署名                  

                  （本人との関係）  

安否確認

避 難 を 

支援する

人 

① 

氏名
ふりがな

 長泉
ながいずみ

 三郎
さぶろう

 続柄等 友人 

住所 長泉町中土狩〇〇〇 電話番号 090-1234-5678 

② 

氏名
ふりがな

 〇〇区 〇班班長 続柄等 班長 

住所  電話番号  

③ 

氏名
ふりがな

  続柄等  

住所  電話番号  



資料№３ 

長 社 協 ２ ８ 号 

令和７年 ５月１６日 

 

区長  各位  

  

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会 

会長  芹澤 和代 

 

長泉町福祉健康まつりリニューアル及び開催日の変更について(お知らせ)  

 

 若葉の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本会の活動につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、福祉や健康についての意識啓発、福祉団体等と来場者との相互交流を目的に長年に

わたり開催しておりました福祉健康まつりにつきましては、例年の開催時期に町の総合防

災訓練が開催することや、37 回の開催を迎えるにあたり所期の目的を達成したことから、

今後のニーズを見据え開催テーマを変更するとともに、開催時期を見直すことになりまし

たのでお知らせします。 

なお、開催内容、開催時期につきましては、広報紙、ホームページ、SNS等で周知してま

いりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

≪令和７年度からの変更≫ 

 変更前 変更後（令和７年度） 

名  称 長泉町福祉健康まつり ふくしフェスタ(仮称) 

時  期 10月第３週の日曜日 令和８年２月１日(日) 

目  的 
・福祉健康介護に関する事業の啓発 

・福祉会館、いずみの郷の施設の紹介 

・地域の福祉意識の高揚 

・健康づくりの推進 

・介護保険制度の普及促進 

・災害後の助け合い 

・要配慮者への福祉的支援 

・災害に備え地域力を高める 

・災害ボランティアセンター運営訓練 

・ともに生きる福祉教育 

 

※時間・内容などの詳細は社協だより等でご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 長泉町社会福祉協議会(担当：渡邉) 

〒411-0943 駿東郡長泉町下土狩 967-2 

    電話 055-988-3920 FAX055-986-3794 
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令和7年５月 16日現在 

令和 7年度 長泉町区長連絡協議会役員及び選出委員一覧 

１ 長泉町区長連絡協議会役員 

役  職 区  名 区  長  名 役  職 区  名 区  長  名 

会 長 鮎 壺 後藤 史朗 理 事 上土狩 宍戸 実 

副会長 谷 津 野々村 昌幸 理 事 エンゼル 松本 清孝 

会 計 杉 原 加藤 忠義 理 事 薄原下 坂間 真雄 

監 事 元長窪 後藤 治彦 理 事 竹 原 鈴木 学 

監 事 東 諏訪部 光功  

 

２ 長泉町区長連絡協議会選出委員一覧 

担当部署 役  員  名 人数 期  間 区  名 区  長  名 

社会福祉協議会 

社会福祉協議会（理事） １名 
R7.6～R9.6 

（定時評議員会迄） 
谷 津 野々村 昌幸 

社会福祉協議会（評議員） １名 
R７.6～R１１.6 

（定時評議員会迄） 
杉 原 加藤 忠義 

行政課 明るい選挙推進協議会（委員） １名 R7.4.1～R8.3.31 元長窪 後藤 治彦 

企画財政課 地域公共交通協議会（委員） １名 R7.4.1～R8.3.31 竹 原 鈴木 学 

地域防災課 
防災会議（会長） １名 R7.4.1～R9.3.31  

会  長 

（鮎 壺） 
後藤 史朗 

交通安全対策委員会（委員） １名 R７.4.1～R８.3.31 薄原下 坂間 真雄 

福祉保険課 

日本赤十字社長泉町分区 

協賛委員会（会長） 
１名 R7.4.1～R8.3.31 谷 津 野々村 昌幸 

民生委員推薦会（委員） １名 R7.4.1～R8.3.31 東 諏訪部 光功 

健康増進課 健康づくり推進協議会（委員） １名 R7.4.1～R8.3.31 上土狩 宍戸 実 

長寿介護課 

地域包括支援センター運営協

議会・地域密着型サービス運

営委員会（委員） 

１名 R7.4.1～R9.3.31 竹 原 鈴木 学 

くらし環境課 

環境美化運動推進協議会 

（委員） 
１名 R7.4.1～R8.3.31 薄原下 坂間 真雄 

環境審議会（委員） １名 R7.4.1～R８.3.31 杉 原 加藤 忠義 

産業振興課 
長泉わくわく祭り実行委員会

（委員長） 
１名 R7.4.1～R8.3.31 

会  長 

（鮎 壺) 
後藤 史朗 

こども未来課 
要保護児童対策地域協議会

（委員） 
１名 －  東 諏訪部 光功 

生涯学習課 青少年問題協議会（委員） １名 R7.4.1～R9.3.31 エンゼル 松本 清孝 

裾野警察署 交通規制審議会（委員） １名 R7.4.1～R8.3.31 
会 長 

（鮎 壺） 
後藤 史朗 

静岡県自治会 

連合会 
静岡県自治会連合会（理事） 1名 R7.4.1～R8.3.31 

会 長 

（鮎 壺） 
後藤 史朗 

 

 

区長連絡協議会事務局／行政課 地域協働チーム（担当：栗田） 電話 055-989-5500 



令和７年５月 16日 

 

令和７年度長泉町区長連絡協議会表彰規程に基づく功績者の表彰について 

 

１ 被表彰者 

○尾尻住宅区 貴家 孝秀（さすが たかひで） 

表彰対象任期:令和元年４月１日～令和２年３月 31日、令和５年４月 1日～令和７年３月 31日 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

長泉町区長連絡協議会表彰規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、本会員の永年勤続及び功績に対し表彰の基準方法等を定めたものである。 

（表彰の基準） 

第２条 本会員で次の各号に該当するときは、これを表彰する。 

 ⑴ ３年以上区長の職にあるもの、又はあったもの。 

 ⑵ その他本会又は区運営につき功績顕著であると認められるもの。 

（在職年数の通算） 

第３条 前条の在職年数は、中断した場合もこれを通算する。ただし、月の中途で辞任した場 

  合には、その月はこれを通算しない。就任した時も同様とする。 

 ２ 前項の在職年数は、毎年 ３月３１日を基準日として計算し、１年に満たない場合は  

  これを切り捨てる。 

（表彰の方法） 

第４条 表彰は役員選考後に開催される区長会において行い、表彰状又は感謝状をおくる。 

（受賞者の選考） 

第５条 表彰該当者等は会長が調査し役員会に諮って決定する。 

（会長への委任） 

第６条 本規程の施行に関して必要なことは会長が定める。 

                                           

   附 則                                     

  本規程は、昭和５６年８月１日から施行する。 

  会員の在職通算の基算は、昭和３５年４月１日（町制施行日）とする。         

  規程の一部改正 平成９年４月１日（第３条２項）                  

  規程の一部改正 平成１２年２月４日（第４条）                   

 

 

 

                 長泉町区長連絡協議会事務局（担当／行政課地域協働チーム 栗田） 

電話／055-989-5500 FAX／055-986-5905 

資料 №５ 

 

 


